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今回のバージョンアップは... 

●第五世代の税理士用電子証明書に対応 

●[地方税] 代理人による納税者の利用

届出（新規）に対応 

●[地方税] 帳表別削除機能を追加 
電子申告システム 
令和２年度強化版のご案内 

機能強化内容  

電子申告 

第五世代の税理士用電子証明書に対応 

【国税】ペイジー納付情報の出力に対応 

【地方税】代理人による納税者の利用届出（新規）に対応 

【地方税】電子申告データの帳表単位での削除に対応 

【地方税】電子申請用の税事務所マスタを追加 

 

ｅ-ＰＡＰ電子申告システムの機能強化をおこないました。 

別紙注文書にて、是非ご購入ください。リリース日、機能強化内容等は次の通りです。 

 

電子申告システム【Ver.R03.3】 

ダウンロード 令和 3 年 3 月２2 日（月） 

ＤＶＤ    令和 3 年 3 月 2４日（水） 

e-PAP クラウドご利用のお客様には、

メール・お知らせ情報でリリース予定

をお知らせします。 

リリース 

予定日 

●電子申告システムの対応 

【電子証明書指定】画面において、第五世代の税理士用電子証明書に応じた認証局サービス

名を選択できるように対応します。 

機能強化のご紹介  

第五世代の税理士用電子証明書に対応 

日本税理士会連合会において、第四世代の税理士用電子証明書の申込受付は、令和３年３月

１５日申込書到着分をもって終了となります。 

令和３年４月５日以降は、第五世代の税理士用電子証明書の発行が開始されます。 

 

 

 

 

     がついた対応内容は、ピックアップして詳細を説明しています。  
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●電子申告システムの対応 

『ペイジー納付情報』の出力に対応します。ペイジー納付情報のみが印刷されている帳表に

なりますので、納付手続きをおこなうときに各番号の確認がしやすく、非常に便利です。 

従来は『メール詳細（受信通知）』内に出力されていました。 

【国税】ペイジー納付情報の出力に対応 

税額の納付手続きを『Pay-easy（ペイジー）：税金・各種料金の払込み』サービスを介して 

おこなう場合、「ペイジー納付情報（収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分）」が必

要です。 

所得税・法人税・消費税については、平成３１年１月以降に納税額のある申告等データを送

信した場合、送信したデータに係る受信通知ではなく、合わせて格納される【納付情報登録

依頼】の受信通知に「ペイジー納付情報」が記載されるようになりました。 

それ以外の手続き（源泉所得税等）については、従来と変わらず、送信したデータに係る受

信通知内に「ペイジー納付情報」が記載されています。 

 

「SF7 ペイジー納付情報」ボタンの追加に伴い、既存の

「SF3 添付書類」、「SF5 イメージ送信」ボタンの表示

位置を画面右上から「SF7 ペイジー納付情報」ボタンと

同じ画面左下部（タイトル設定欄の下）に移動する。 

 

「ペイジー納付情報」が記載されている受信通知を選択した場合、

[SF7 ペイジー納付情報]ボタンが表示されます。 

【国税】メッセージボックス画面（抜粋） 

『ペイジー納付情報』出力結果（抜粋） 

 

納付手続きに

必要な情報を

ひと目で確認

できます。 
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●電子申告システムの対応 

地方税 準備処理メニューに[36 顧問先 利用届出（新規）送信]メニューを設けます。 

ｅ-ＰＡＰ電子申告システムから、事務所で顧問先の利用届出（新規）をおこなえます。法

人、個人の顧問先、両方の届出が可能です。従来は、PCDesk（WEB 版）での届出をお願い

していましたが、今後はｅ-ＰＡＰで処理を完結することができます。 

【地方税】代理人による納税者の利用届出（新規）に対応 

eLTAX を初めて利用する場合、利用者に関する情報（法人の名称・所在地又は個人の氏名・

住所など）を登録する必要があります。 

利用届出（新規）は、納税者本人がおこなう場合は PCDesk（WEB 版）からおこなう必要が

ありますが、すでに利用届出済みの代理人が納税者に代わり利用届出（新規）をおこなう場

合は PCDesk（WEB 版）を介さなくても提出が可能です。 

●電子申告システムの対応 

【地方税】電子申告データの帳表単位での削除に対応 

国税の帳表別削除と同様の機能を、地方税でもおこなえるように対応します。 

地方税の電子申告データ作成画面に[F6 帳表別削除]ボタンを設け、不要な帳表を削除でき

るように対応します。従来、PCdesk で削除をお願いしていた帳表も、ｅ-ＰＡＰから削除が

可能になります。 

また、国税と同様に、マイナンバーデータの管理やマイナンバー処理履歴の対象となります。 

地方税 準備処理メニュー（抜粋） 

【地方税】利用者情報入力（法人）画面（抜粋） 

顧問先基本情報に登録されている

項目は、自動引用されます。 
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ｅ-ＰＡＰ電子申告システム バージョンアップ料金 

ｅ-ＰＡＰ電子申告システム 

購入媒体 EF会員価格 一般会員価格 近々購入価格 クライアント料 ご注文方法 

ダウンロード 27,000円 40,500円   0円 4,000円/台 ご注文は不要です 

ＤＶＤ 30,000円 45,000円 10,000円 4,000円/台 別紙の注文書でご注文ください 

 ●価格はすべて税別、送料別です。 

●ご購入金額の総額（税別）が２万円以上の場合は送料無料、1 万円～２万円未満の場合は 450 円、１万円未満の場合は 580 円かかります。 

（近々購入者の媒体価格は、送料込みの価格設定です。） 

●近々購入価格は、令和２年１２月以降に新規でご購入いただいた方が対象になります。 

■保守契約及びソフト更新権付き許諾ユーザー ダウンロード：無償 

※保守契約：電子申告保守／ソフト更新権付き許諾契約：基本セット、税務セット 

■保守未契約または DVD 提供希望ユーザー：有償 

ＤＶＤご注文書は別紙にて 
 

※『令和２年度強化版』をセットアップするためには、以下のバージョンアップ版がセットアップされている必要 

があります。未購入の方は、担当の営業所までお問い合わせください。 

・2019年 9月 20日リリース 『電子申告システム令和元年度強化版』 

※ 電子申請機能は有償オプションです。 

以下のバージョンアップ版がセットアップされていない場合は、『令和２年度強化版』をセットアップしても、

電子申請機能はご利用いただけません。未購入の方は、担当の営業所までお問い合わせください。 

・2020年 10月 28日リリース 『電子申請対応版』 

機能強化があった箇所に 

「POINT」マークが表示されるようになります。 

機能強化に気づいていただき、お客様に

利用していただけるように、ｅ-ＰＡＰ

の画面上に「ＰＯＩＮＴ  」マークを

表示します。 

※「ＰＯＩＮＴ」マークは、機能強化が

あった箇所すべてに表示されるわけ

ではありません。 

 


